
府中市介護支援専門員実務研修等受講費助成金交付要綱取扱基準 

 

（目的） 

第１ この基準は、府中市介護支援専門員実務研修等受講費助成金交付要綱（令

和６年１０月府中市要綱第９６号。以下「要綱」という。）の施行に必要な事項

を定めることを目的とする。 

（対象） 

第２ 要綱別表に規定する助成金の対象となる介護サービス事業所のサービス種

別は、別表１に定める。 

（申請） 

第３ 要綱第５条に規定する申請に必要な書類は、次に掲げるものとする。 

(1) 府中市介護支援専門員実務研修等受講費助成金交付申請書（第１号様式） 

(2) 助成対象研修を受講し、かつ、修了したことが確認できる修了証明書等の 

写し 

 (3) 申請者が支払ったことが確認できる研修受講料の領収書等の写し 

 (4) 市内介護サービス事業所での就業状況が確認できる就業証明書等 

(5) 他の補助金を申請している場合においては、当該補助金の額が確認でき 

る申請書（補助対象者の研修受講料を申請していることがわかる書類を含む） 

及び決定通知書等の写し 

２ 要綱第５条に規定する申請は、福祉保健部介護保険課において受付を行う。 

３ 市長は、前項の規定により受付した申請書類に不備がある場合には、不備の

ある事項の補正を求めることができる。 

  この場合において、補正を行った日を受付した日とみなす。 

４ 第２項に規定する受付は、交付決定を行った助成金の合計額が当該年度の予

算額を超えた日又は市長が別に定める日をもって終了するものとする。 

５ 前項の規定により受付を終了した日に複数の申請があり、申請額の合計額が

予算額を超える場合には、当該申請者の中から抽選を行うものとする。 

６ 前項の抽選の結果、抽選に漏れた申請者には補欠番号を付与し、通知するも

のとする。 

７ 助成金交付額を減額する変更又は中止をした者及び助成金交付決定の取消し

を受けた者があった場合は、市長は、予算の残額に応じて前項に規定する補欠

番号の通知を受けた者の中から補欠番号順に繰り上げて交付決定を行うことが

できる。   

（変更） 

第４ 要綱第８条に規定する変更において、助成金交付額の増額はできないもの

とする。 

  付 則 

 この基準は、令和６年１０月３１日から施行する。 

付 則 



 この基準は、令和７年４月１日から施行する。 

 

別表１ 

対象となる介護サービス事業所のサービス種別 

No サービス種別 

１ 居宅介護支援 

２ 介護予防支援・地域包括支援センター 

３ 介護老人福祉施設 

４ 介護老人保健施設 

５ 介護医療院 

６ （介護予防）特定施設入居者生活介護 

７ （介護予防）小規模多機能型居宅介護 

８ 看護小規模多機能型居宅介護 

９ （介護予防）認知症対応型共同生活介護 

１０ 地域密着型特定施設入居者生活介護 

１１ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

 


